
設計書-第2号内訳書の「塗膜分析試験費」および「環境保全対策資材」
は、直接経費として計上しています。
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1
設計書-業務費内訳書について、その他原価の対象となっている項目は、
改修設計、塗膜分析調査業務の直接人件費のみが対象という認識で合っ
てます。

設計書-業務費内訳書について、その他原価の対象となってい
る項目は、改修設計、塗膜分析調査業務の直接人件費のみが
対象という認識で合ってますでしょうか？異なる場合は、その他
原価の対象となっている項目を教えていただけますでしょうか。

設計書-第2号内訳書の「塗膜分析試験費」および「環境保全対
策資材」は、直接人件費として計上されてますか？それとも、直
接経費として計上されてますか？


